
 

両立支援の情報共有の流れ 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

  

 

                                                                            
 

 

外来初診時の問診票で就労状況を確認 

告知・入院時に再度、就労状況と両立支援の希望を確認 

（★被雇用者かつ産業医がいる事業所であること） 

希望あり 

MSW に連絡。制度について説明・面談を実施 

患者に関する勤務情報を収集 

希望なし 

今後、希望があ

れば制度の利用

ができることを 

ご案内する 

患者を通じて事業者から勤務情報を提供していただく 

（勤務状況提供書：産業医などと作成） 

勤務状況提供書をもとに主治医意見書を作成 

事業者側で患者の希望、主治医意見書をもとに 

就業の可否の決定、両立支援プランを作成 

治療計画変更、働き方を変更したいなどの相談があれば 

随時、両立支援プランの見直しを行う 
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